
船舶事故調査報告書 

令和元年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月１２日 ０３時５５分ごろ 

発生場所 千葉県いすみ市太東
たいとう

埼東方沖 

 太東埼灯台から真方位１０７°８.５海里付近 

 （概位 北緯３５°１６.０′ 東経１４０°４２.７′） 

事故の概要  貨物船第拾弐榮
えい

壽
じゅ

丸は、北東進中、また、遊漁船鈴
すず

栄
えい

丸は、東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月３０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第拾弐榮壽丸、４９０トン 

   １３４３６１、有限会社栄寿丸  

Ｂ 遊漁船 鈴栄丸、１６.０トン 

   ＣＢ２－７０２９０（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３２－２５０６０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

航海士Ａ、六級（航海）、四級（機関） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船側部外板に亀裂を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、法定灯火を表示

し、航海士Ａが単独で船橋当直に当たり、自動操舵により北東進して

いた。 

Ａ船は、航海士Ａが、左舷船首方に操業しながら航行中の漁船数隻

を認めたので、注意を向けていたところ、左舷船尾方至近にＢ船を認

め、左舵一杯を取ったものの、左舷船尾部の防舷物とＢ船の船首部と

が衝突した後、Ｂ船の右舷船側部外板と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、釣り客２人を乗せ、法定灯火

を表示し、船長Ｂが単独で航海当直に当たり、自動操舵により東進し

ていた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、周囲に航行の支障となる他船を見掛けなかった

ので眠気を感じたものの、これまで居眠りをしたことがなかったの

で、居眠りに陥ることはないと思い、椅子に腰を掛けた姿勢で見張り

を続けたところ、いつしか居眠りに陥り、Ａ船と衝突した。 



分析 Ａ船は、北東進中、航海士Ａが、左舷船首方で操業中の漁船数隻に

注意を向けて航行を続けたことから、左舷船尾方から接近するＢ船に

気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、東進中、船長Ｂが、眠気を感じた際、自動操舵の状態で椅

子に腰を掛けた姿勢で見張りを続け、居眠りに陥ったことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が北東進中、Ｂ船が東進中、航海士Ａが、左

舷船首方で操業中の漁船数隻に注意を向けて航行を続けたため、左舷

船尾方から接近するＢ船に気付かず、また、船長Ｂが、居眠りに陥っ

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、一方向のみに注意を向けることなく、常時、周囲の適

切な見張りを行うこと。 

 ・航行中に眠気を催した場合、椅子から立ち上がって身体を動かし

たり、外気に当たったりするなど、居眠り運航の防止措置を講じ

ること。 

 


